
（次期）北九州市障害者計画　基本的な施策一覧

番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）

分野 ９．安全・安心の実現（防災・防犯、消費者保護） ４．防災、防犯等の推進

基本的な
考え方

　障害のある人が、安全に安心して生活することができる
よう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発
生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支
援、福祉避難所（福祉避難スペース）を含む避難所等の確
保や障害福祉・医療サービスの継続等を行うことができる
よう、防災の取り組みを推進します。
　また、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るた
め、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取り組みを
推進します。

　障害者が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、第３回国
連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえつつ、災害に
強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切
な情報保障や避難支援、福祉避難所（福祉避難スペース）を含む避難所や応急仮
設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災や復興
に向けた取組を推進する。また、障害者を犯罪被害や消費者被害から守るため、防
犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進する。〔４：基本的考え方〕

施策の方向性 （１） 防災対策の推進

危機管理
課

予防課

9-(1)-2

障害特性に
配慮した情
報伝達の推
進

　災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合、障
害のある人に対して適切に情報を伝達できるよう、事業者
等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の
整備を推進します。

危機管理
課

　災害・避難情報を市ホームページをはじめ、テレビ、ラ
ジオ、緊急速報メール、登録制防災メール、防災アプリ、
ＳＮＳ等を活用し積極的に提供します。
　また、携帯電話を保有しておらず、緊急速報メールや登
録制防災メールで情報を入手することができない視覚や聴
覚に障害のある人を対象に、自宅の固定電話やファックス
に避難情報を提供します。

　災害発生時若しくは災害が発生するおそれがある場合、又は事故発生時に障害
者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察
等の協力を得つつ、障害特性に配慮した多様な伝達手段や方法における情報伝達
の体制や環境の整備を促進する。［4-(1)-3：再掲］

　障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下で
の、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域
づくりを推進する。［4-(1)-1〕

　障害等に対応する一人一人の環境やニーズに合った水害ハザードマップの作成
を促進する。［4-(1)-9］

　各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設
住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を
促すため、「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防
災・復興ガイドライン～」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。［4-(1)-11］

　地震・豪雨等による災害や火災が起きた場合の救出や救
護、災害発生のおそれがあるときの事前の避難等の防災対
策は、障害の有無に関わらず非常に重要です。このため、
自助・共助・公助の役割の明確化のもと、北九州市地域防
災計画に基づいた各種の防災対策に取り組みます。
　また、避難場所や災害に関する情報等を掲載した防災ガ
イドブックの市内の各世帯への配布や、視覚障害者に対応
する音声コード付き防災ガイドブックの作成等により市民
の防災意識の向上に取り組みます。

（現行）北九州市障害者計画
（平成３０年度～令和５年度）

　障害のある人が、安全に安心して生活することができるよう、災害に
強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配
慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所（福祉避難スペース）を
含む避難所等の確保や障害福祉・医療サービスの継続等を行うことがで
きるよう、防災の取り組みを推進します。
　また、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策
や消費者トラブルの防止に向けた取り組みを推進します。

9-(1)-1

北九州市地
域防災計画
に基づいた
各種の防災
対策の推進

　地震・豪雨等による災害や火災が起きた場合の救出や救
護、災害発生のおそれがあるときの事前の避難等の防災対
策は、障害の有無に関わらず非常に重要です。このため、
自助・共助・公助の役割の明確化のもと、北九州市地域防
災計画に基づいた各種の防災対策に取り組みます。
　また、避難場所や災害に関する情報等を掲載した防災ガ
イドブックの市内の各世帯への配布等により市民の防災意
識の向上に取り組みます。
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（次期）北九州市障害者計画　基本的な施策一覧

番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）
（現行）北九州市障害者計画

（平成３０年度～令和５年度）

9-(1)-3

地域ぐるみ
の防災ネッ
トワークの
構築

　災害発生時に自力又は同居する家族等の支援では避難す
ることが困難な障害のある人や高齢者等を事前に把握し、
避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時からそ
の情報を地域に提供することにより、自助・共助による災
害時の避難支援の仕組みづくりを促進します。
　また、地域住民による避難支援等の取り組みについて、
地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けた助言を行う
など、地域における防災の取り組みを支援します。

危機管理
課

　災害発生時に自力又は同居する家族等の支援では避難す
ることが困難な障害のある人や高齢者等を事前に把握し、
避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時からそ
の情報を地域に提供することにより、自助・共助による災
害時の避難支援の仕組みづくりに取り組んでいます。その
うえで、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするた
め、この名簿に登録された方に対して、一人ひとりの具体
的な避難計画である個別避難計画の作成を促進します。
　また、地域住民による避難支援等の取り組みについて、
地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けた助言を行う
など、地域における防災の取り組みを支援します。

　自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害
のおそれのある箇所において、砂防えん堤等の施設整備及び土砂災害警戒区域
等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）に基
づく基礎調査や区域指定等、ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を推進する。
［4-(1)-2］

　障害者に対する避難支援などの充実を図るため、福祉や防災などの関係者が連
携し、避難確保計画、非常災害対策計画、業務継続計画、個別避難計画等の各種
計画の策定や実効性の確保等を促進することにより、当事者参画の下、地域の関
係者が協力し、安全な避難先を定めるなど計画策定を通じた災害に強い地域社会
づくりにつなげる。［4-(1)-4］

　災害発生後も精神障害や発達障害など障害の特性により障害者が在宅に留まる
場合に、必要となる情報の収集や適切な対応が行えるよう、在宅に留まる障害者へ
の支援方法を紹介しているリーフレットの周知に取り組む。［4-(1)-12］

障害福祉
企画課

危機管理
課

9-(1)-5
福祉避難所
の確保

　一般的な避難所での生活が困難な要配慮者のために、特
別な配慮がなされた避難所として、「福祉避難所」の確保
に継続して取り組みます。

地域福祉
推進課

　一般的な避難所での生活が困難な要配慮者のために、特
別な配慮がなされた避難所として、「福祉避難所」の確保
に継続して取り組みます。

9-(1)-4

障害特性に
応じた災害
時支援の推
進

　障害のある人や高齢者等の要配慮者は、その状態等に
よって特別な支援が必要であるため、避難所等のバリアフ
リー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガ
イドライン」等を踏まえ、避難所において障害のある人
が、必要な物資を含め、障害特性に応じた支援と合理的配
慮を得ることができるよう、必要な体制の整備に努めま
す。
　また、障害当事者を含む地域住民と、障害関係機関・団
体相互の協力体制を確立し、福祉関連物資の調達や施設へ
の緊急入所等の支援を行います。

　避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確
保・運営ガイドライン」等を踏まえ、必要な福祉避難所の確保、避難所における障害
特性に応じた支援と合理的配慮、福祉避難所への直接避難等が促進されるよう市
町村の取組を促していく。さらに、被災者のニーズに応じて、車椅子利用者も使用
できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災
害救助法（昭和22年法律第118号）に基づく応急救助の実施主体である都道府県
の取組を促していく。［4-(1)-5］

　障害のある人や高齢者等の要配慮者は、その状態等に
よって特別な支援が必要であるため、避難所等のバリアフ
リー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガ
イドライン」等を踏まえ、避難所において障害のある人
が、必要な物資を含め、障害特性に応じた支援と合理的配
慮を得ることができるよう、必要な体制の整備に努めま
す。
　また、障害当事者を含む地域住民と、障害関係機関・団
体相互の協力体制を確立し、福祉関連物資の調達や施設へ
の緊急入所等の支援を行います。
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番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）
（現行）北九州市障害者計画

（平成３０年度～令和５年度）

障害者支
援課

精神保健
福祉セン
ター

地域医療
課

障害者支
援課

危機管理
課

河川整備
課

施設所管
課

障害福祉
企画

予防課

総務課

9-(1)-8

災害時の聴
覚・言語機
能障害のあ
る人の緊急
通報対応

　火災や救急事案が発生した時の、障害のある人からの緊
急通報体制を推進します。
　例えば、聴覚や言語機能等に障害のある人がいつでもど
こからでも円滑な緊急通報を行えるよう、緊急通報手段で
ある「ファクス119」及びパソコンや携帯電話のメール機能
を利用した「あんしんメール119」により、障害のある人か
らの緊急通報への迅速、的確な対応を図ります。

　火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑
な緊急通報を行えるよう、全国の消防本部がスマートフォン等を活用した音声によ
らない緊急通報システムの導入を促進する。［4-(1)-7］

　火災や救急事案が発生した時の、障害のある人からの緊
急通報体制を推進します。
　例えば、聴覚や言語機能等に障害のある人がいつでもど
こからでも円滑な緊急通報を行えるよう、緊急通報手段で
ある「ファクス119」やスマートフォン等を活用した音声に
よらない通報ができる「NET119緊急通報システム」、パソ
コンや携帯電話のメール機能を利用した「あんしんメール
119」及びボタンを押すだけで緊急事態を通報可能な「あん
しん通報システム」により、障害のある人からの緊急通報
への迅速、的確な対応を図ります。

　災害発生後にも継続して障害福祉・医療サービスを提供
することができるよう、障害福祉サービス事業所や医療機
関等における災害対策を推進するとともに、他の社会福祉
施設等とのネットワークの形成に取り組みます。

9-(1)-7

要配慮者利
用施設にお
ける避難確
保

　水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確
保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配
慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施
を促進します。

　水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想
定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
及び訓練の実施を促進する。［4-(1)-8］

　水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確
保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配
慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施
を促進します。

9-(1)-6

災害発生後
の各種サー
ビスの提供
と災害時対
応の推進

　災害発生後にも継続して障害福祉・医療サービスを提供
することができるよう、障害福祉サービス事業所や医療機
関等における災害対策を推進するとともに、他の社会福祉
施設等とのネットワークの形成に取り組みます。

　災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害
者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協
定など、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関・教育機関等との広域的なネット
ワークの形成に取り組む。［4-(1)-6］

　障害福祉サービス等を利用しながら、障害者が安心して生活できるよう、障害福
祉施設等について非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を
促進するとともに、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消
火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。
［4-(1)-10：再掲］

　障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援するため、被災地の障
害福祉サービス事業者に対する支援を実施し、被災地における安定的な障害福祉
サービスの提供を図る。［4-(2)-2］
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番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）
（現行）北九州市障害者計画

（平成３０年度～令和５年度）

ー ー ー ー

　それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における、障害者やその家族
等の参画を促進し、地域全体のまちづくりを推進するため、事例集の作成・公表な
どの情報提供を行う。［4-(2)-1］

　住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する心のケ
ア、見守り活動、相談活動等の取組の充実を図る。［4-(2)-3］

　被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となった雇用の創出、求人と
求職のミスマッチの解消を図り、障害者の就職支援を推進する。［4-(2)-4］

施策の方向性 （２） 防犯対策の推進

9-(2)-1

聴覚・言語
機能障害の
ある人の緊
急通報対応

　障害のある人が警察へ緊急通報する手段である「ファッ
クス110番」及びパソコンや携帯電話のメール機能を利用し
た「メール110番」について、防犯教室や各種刊行物を活用
した広報活動により普及啓発を図ります。

安全・安
心推進課

　聴覚に障害のある人等、音声による110番通報が困難な人
がファックスやスマートフォン等を利用して、警察に110番
通報できる「ファックス110番」や「110番アプリシステ
ム」のほか、電話リレーサービスを利用した手話による
110番通報の受付等について、防犯教室や各種刊行物を活用
した広報活動により普及啓発を図ります。

　聴覚に障害のある方等、音声による 110 番通報が困難な方が、スマートフォン等
を利用して、文字等で警察に通報できる「110 番アプリシステム」を運用しているほ
か、電話リレーサービスを利用した手話による１１０番通報を受け付けるなど、障害
者からの緊急通報に対して迅速・的確な対応を行う。［4-(3)-1］

9-(2)-2

犯罪被害の
防止と防犯
環境の整備
促進

　地域の障害者団体、障害福祉施設、警察等との連携の促
進等により、犯罪被害の防止に努めるとともに、防犯カメ
ラの設置補助、防犯灯の設置・維持管理補助により、防犯
環境の整備促進を行い、安全・安心な環境の構築を推進し
ます。

安全・安
心都市整
備課

　地域の障害者団体、障害福祉施設、警察等との連携の促
進等により、犯罪被害の防止に努めるとともに、防犯カメ
ラの設置補助、防犯灯の設置・維持管理補助により、防犯
環境の整備促進を行い、安全・安心な環境の構築を推進し
ます。

　警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害
の防止と犯罪被害の早期発見に努める。［4-(3)-3］

ー ー ー ー

　警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り
組むとともに、障害者のコミュニケーションを支援するため、手話で会話ができる警
察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図る。［4-
(3)-2］

　平成28(2016)年７月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、
障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安
全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進
するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築を図る。［4-
(3)-4］

　「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力
の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・
性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図る
ため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの
運営の安定化及び相談員等に対する研修の充実や配偶者暴力相談支援センター
等における相談機能の充実を図る。［4-(3)-5］

分野９（4/5）
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番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）
（現行）北九州市障害者計画

（平成３０年度～令和５年度）

施策の方向性 （３） 消費者トラブルの防止及び被害からの保護

9-(3)-1

障害のある
人の消費者
トラブルの
防止及び被
害からの救
済

　障害のある人の消費者トラブルに関する情報を収集し、
積極的な発信を行うとともに、その被害からの救済に関し
て必要な情報提供を行います。
　消費者トラブルに関する出前講座等では、障害特性に応
じて選択できる教材の提供に努め、障害のある人の消費者
トラブルの防止及び被害からの救済を図ります。

消費生活
センター

　障害のある人の消費者トラブルに関する情報を収集し、
積極的な発信を行うとともに、その被害からの救済に関し
て必要な情報提供を行います。
　消費者トラブルに関する出前講座等では、障害特性に応
じた教材の提供に努め、障害のある人の消費者トラブルの
防止及び被害からの救済を図ります。

　消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよ
う、必要な情報提供、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係
行事への参加の促進、研修の実施等を行いつつ、障害者等に対する消費者教育を
推進する。［4-(4)-1］

9-(3)-2

消費者安全
に関する
ネットワー
クの構築

　障害者団体、消費者団体、障害福祉関係団体、行政等、
地域の多様な主体が連携して、消費者安全に関わる情報を
共有し、障害のある人の消費者被害の防止に向けて、きめ
細やかで裾野の広いネットワークの構築を図ります。

消費生活
センター

　障害者団体、障害福祉関係団体、行政等、地域の多様な
主体が連携して、消費者安全に関わる情報を共有し、障害
のある人の消費者被害の防止に向けて、きめ細やかで裾野
の広いネットワークの構築を図ります。

　障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携に
より、障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワーク（消費者安全確保地
域協議会）の設置を促進する。［4-(4)-2］

9-(3)-3
消費生活相
談体制の整
備

　市立消費生活センターにおいて、ファックスや電子メー
ル等での消費者相談を受け付けます。
　また、相談を受ける消費生活相談員に対して、障害のあ
る人への理解のための研修等を実施することにより、障害
のある人の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図り
ます。

消費生活
センター

　市立消費生活センターにおいて、ファックスや電子メー
ル等での消費者相談を受け付けます。
　また、相談を受ける消費生活相談員に対して、障害のあ
る人への理解のための研修等を実施することにより、障害
のある人の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図り
ます。

　地方公共団体の消費生活センター等におけるメール等での消費生活相談の受付
や、消費生活相談員の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することに
より、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。［4-(4)-3］

　被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため、日本司法支
援センター（以下「法テラス」という。）の各種業務及びこれを遂行する体制の一層
の充実に努める。［4-(4)-4］

　常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機関等との連携・協力
体制を密にすることにより、配慮を要する障害者などの振り込め詐欺の被害や悪質
商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。［4-(4)-5］

分野９（5/5）


